
別　紙 

有償で貸し付ける道有地 

１　対象物件 

  　倶知安町北６条西５丁目１番１　　　１，１００㎡ のうち必要な面積＜別添図面参照＞ 

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  貸付料　㎡当たり年 約５４３円 

  　　※４（３）に基づき試算した額 

    　　試算額については、令和５年９月現在で試算したものであるため、今後、相続税課税標

　　　　準価格の上昇等により、貸付料が上昇する可能性があります。 

２　貸付面積 

　　対象物件の面積の範囲内において、提案者が企画提案すること。 

３　留意事項 

  ・建設する賃貸借物件に係る電気、ガス、水道、取付道路等の敷設については、借受者の負担

　　とする。 

  ・貸付する土地については、北海道職員が入居する住宅の用途以外の使用を禁止する。 

４　貸し付けに関する条件 

　（１）貸付方法 

　　　　地方自治法第２３８条の５第１項に基づく普通財産の貸付とする。 

　（２）貸付期間 

　　　　契約締結の日から３０年間 

　（３）貸付料 

　　　ア　貸付料は、「第一種普通財産貸付事務取扱要領」に準じ、「第二種普通財産貸付料算 

　　　　定基準」により算定した額を貸付料の年額とする。 

　　　　　【第二種普通財産貸付要領・第二種普通財産貸付料算定基準第１の１の（２）〔土地 

　　　　　　の貸付で(1)貸付期間が1月に満たない場合又は駐車場その他の利用に伴って貸付

　　　　　　ける場合に掲げる以外の場合〕】 

      　　　貸付面積の前年分の相続税課税標準価格×３／１００（住宅用） 

        　　（※）貸付期間に１年未満の端数がある場合は、当該貸付料の額は月割計算とし、月 

　　　　　　　　　額をもって契約した場合において１月に満たない期間の月があるときは、その 

　　　　　　　　　月の分は日割計算によるものとする。 

    　イ　貸付料の年額は、３年間据え置くものとし、３年後に改定する。 

        　ただし、経済事情の変動その他の事情により貸付料の額が不適当となった場合は、

　　　　随時改定する。 

    　ウ　貸付料は、道が発行する納入通知書により、指定する期日（以下「納入期限」）まで

　　　　に納入すること。 

    　エ　納入期限までに納入しない場合は違約金を徴するものとする。 

　（４）その他の費用 

        契約締結に要する費用、また、当該用地の整備及び維持管理等にかかる費用について 

      は、貸付料とは別に借受者の負担とする。 

　（５） 使用上の制限等 

　　　　 借受者は、道の承認を得ないで、貸付対象物件の貸付に基づく権利の全部又は一部を第 

　　　 三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他使用又は収益を目的とする権利を設定すること

　　　 はできない。 

　（６）借受者の義務 

　　　ア　借受者は、善良なる管理者の注意をもって貸付対象物件を使用すること。 

　　　イ　借受者は、法令や道条例及び規則等を遵守すること。 

　　　ウ　借受者は、貸付対象物件を事業計画（企画提案）の目的用途以外に使用してはならない。 



　　　エ　借受者には、貸付対象物件を使用して行う事業に伴う一切の責任があること。 

　　　オ　借受者は、道が貸付対象物件の管理上必要な事項を借受者に通知した場合は、その事項 

　　　　を遵守しなければならない。 

　　　カ　借受者は、貸付対象地の使用に当たっては、近隣住民の迷惑とならないよう、十分に配 

　　　　慮すること。 

　　　キ　借受者は、借受者の負担により、道有地借受表示看板を設置しなければならない。 

　　　ク　借受者は、事故防止処理等については、借受者の責任において万全を期し、事故等があ 

　　　　ったときは、その責任において処理しなければならない。特に車両の出入りに伴う交通事 

　　　　故や火災発生に十分注意すること。 

　　　ケ　借受者は、借受地内清掃を行い、環境の整備、保全に努めること。 

　　　コ　借受者は、天災その他の事由により貸付対象物件に異動が生じたときは、速やかに道に 

　　　　報告すること。 

　（７）事業計画（企画提案）の変更 

        借受者が事業計画（企画提案）を変更しようとする場合は、あらかじめ道の承認を得なけ

　　　ればならない。 

　（８）実地調査等 

    　ア　道は、必要があると認めるときは、貸付対象物件の使用状況に関し、借受者に対する調

　　　　査又は資料等の提出、若しくは報告を求めることができる。 

    　イ　借受者は、正当な理由がない限り、前項の調査又は請求を拒んではならない。 

　（９）契約の解除 

　　　　道は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがある。 

　　　　また、この場合、道又は第三者に損害を与えたときは、すべて借受者の責任でその損害を

　　　賠償しなければならない。 

　　　ア　借受者が(5)記載事項に違反、あるいは(6)記載事項の義務を果たさない場合 

　　　イ　借受者が事業計画（企画提案）に基づく事業を行わなかったとき又はその用途に使用す 

　　　　ることをやめたとき。 

　　　ウ　借受者の故意又は過失により貸付対象物件の全部又は一部を滅失又はき損したとき。 

　　　エ　道が貸付対象物件を、公用又は公共用に供するため必要とするとき 

　（10）有益費等の請求権の放棄 

        借受者が貸付対象物件に投じた改良費等の有益費又は修繕費等の必要費については、道に

　　　請求することができない。 

　（11）貸付期間終了後の条件等 

    　ア　借受者は、貸付期間が終了するまでに、また、(9)により契約を解除された場合は、道

　　　　が指定する日までに道に貸付対象物件を返還しなければならない。 

　　　イ　この場合、借受者は、自己の負担で貸付対象物件を原状に回復しなければならない。 

　　　ウ　この場合、借受者は道に対し、返還に伴って発生する費用及び立ち退き料等一切の請求

　　　　をすることができない。 

　（12）連帯保証人 

　　　　借受者が契約締結をしようとするときは、道は債権保全のため、連帯保証人(人的担保)を徴

　　　するものとする。 

        なお、連帯保証人については、法人とする。 



○所　在　地 倶知安町北６条西５丁目１－１ ※振興局まで約２㎞

○種目別用途 第一種中高層住居専用地域

○地　　　目 宅地

○貸 与 面 積 １，１００㎡のうち必要な面積

【土地の位置図】 　【土地の見取図】

　　　※一辺あたりの長さはおおよその目安です。

（国土地理院ウェブサイトの図面を加工して作成）

（令和４年５月撮影）　

有償貸与する土地について（俱知安町・10戸）
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                                               （道有地を有償で貸し付けを受ける場合） 

土地賃貸借契約書（案） 

 

 

 

　北海道（以下｢甲｣という。）と　　　　　　　　（以下｢乙｣という。）と連帯保証人　　　

　　　　　　　　（以下「丙」という。）は、土地の賃貸借について、次のとおり契約する。 

 

 　（賃貸借）

 第１条　甲は、その所有する次の土地を乙に賃貸し、乙は、その土地を賃借する。

　(1) 所在及び地番  倶知安町○○条○○丁目○　　　  

　(2) 地　　　　目  　　 　  宅　地　　　　　　　　 

　(3) 数　　　　量   　　  　○○○○㎡             

 ２　前項に定める数量は別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量と

 　することを了承するものとする。

 　（用途指定）              

第２条　乙は、前条の土地（以下｢貸付物件｣という。）を北海道職員が入居する住宅用地とし

　て、一時的に使用させる目的で、使用するものとし、この用途（以下「指定用途」という。）

 　以外の目的に使用してはならない。

 　（指定用途に供すべき期日）

第３条　乙は、貸付物件を令和７年（２０２５年）３月２４日（以下「指定期日」という。）

 　までに指定用途に供さなければならない。

２　乙は、やむを得ない理由により指定期日の変更を必要とする場合は、詳細な理由を記載し

 　た書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。

 　（指定用途に供すべき期間）

第４条　乙は、貸付物件を指定期日（甲が前条第２項の規定により指定期日の延長を承認した

　ときは、その期日）の翌日から次条第１項の賃貸借の期間満了の日まで、引き続き指定用途

 　に供しなければならない。

 　（賃貸借期間等）

第５条　貸付物件の賃貸借の期間（以下「賃貸借期間」という。）は、令和　年（　　　年）

　　月　日から　令和　年（　　　年）　月　日までとする。 

２　乙は、賃貸借期間満了後も引き続き貸付物件を使用しようとするときは、当該賃貸借期間

　が満了する日の３０日前までに、その旨を書面により甲に通知し、甲の承認を得なければな

 　らない。

 　（貸付料）

第６条　貸付料は、次に掲げるとおりとする。ただし、貸付期間に１年未満の端数があるとき

　には、当該貸付料の額は月割計算によるものとし、月額をもって契約した場合において１月

 　に満たない期間の月があるときには、その月の分は日割計算によるものとする。

年　　度 期　　間 貸 付 料

 令和　年度 自 令和　年（　　　年）　月　日 円
至 令和　年（　　　年）　月　日

 

 



 

年　　度 期　　間 貸 付 料

 令和　年度 自 令和　年（　　　年）　月　日 円
至 令和　年（　　　年）　月　日

 令和　年度 自 令和　年（　　　年）　月　日 円
至 令和　年（　　　年）　月　日

 

２　前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料については、改めて甲から通知する。 

 　（貸付料の納入）

第７条　乙は、前条に定める貸付料を、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知書に

 より納入しなければならない。

 
 年　　度 納　入　金　額 納入期限
 
 令和　年度                  　       円  令和　年　月　日
 
 令和　年度             　            円  令和　年　月　日
 
 令和　年度               　          円  令和　年　月　日
 
 　　 　計                 円

 　（貸付料の増額）

第８条　甲は、経済事情の変動があった場合において、第６条第１項の貸付料の額が不適当と

 　なったときは、乙に対し、当該貸付料の額の増額を請求することができる。

  （契約保証金）

第９条　北海道財務規則（昭和45年規則第30号）第171条第7号及び北海道財務規則の運用につ

　いて（昭和45年局総第230号）第171条関係第7号の規定により、その納付は免除する。ただ

 　し、乙が契約を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を損害金として徴収する。

 　（転貸等の禁止）

第10条　乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件を転貸し、又は貸付物件上に所在する自己の施

 　設に賃借権その他使用又は収益を目的とする権利を設定してはならない。

 ２　乙は、甲の承認を得ないで、この契約により生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。

 　（使用上の制限）

第11条　乙は、貸付物件を使用しようとするときは、あらかじめ、利用計画を作成し、甲に提

　出して、その承認を受けなければならない。利用計画を変更しようとする場合も同様とする。 

２　乙は、前項の利用計画に基づき、貸付物件を適正に使用するとともに、善良な管理者の注

 　意をもって維持保存しなければならない。

３　貸付物件の使用に伴い事故等が発生したときは、乙は、速やかに甲にその旨を報告すると

 　ともに、その責任において処理しなければならない。

４　乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件の原状を変更し、貸付物件を改造し若しくは増設し、

 　又は貸付物件以外の施設を新設してはならない。

　（災害等の報告） 

第12条　乙は、天災その他の理由により貸付物件に異動が生じたときは、速やかに甲にその旨

 　を報告しなければならない。

 



 　（必要費等の負担）

第13条　乙は、貸付物件に係る必要費、有益費その他貸付物件の使用に伴い必要とする費用を

 　負担する。

 　（実地調査等）

第14条 甲は、必要があると認めるときは、貸付物件の使用状況及び第2条の施設の利用状況に

 　関し、 調査し、又は資料の提出若しくは報告を求めることができる。

 ２　乙は、正当な理由がない限り、前項の調査又は請求を拒んではならない。

 　（違約金）

第15条　乙は、第６条第１項に定める貸付料の全部又は一部を第７条に定める納入期限までに

　納入しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納入額（その一

　部を納入した場合におけるその後の期間については、その納入金額を控除した額）につき年

　10.75パーセントの割合で計算した違約金を甲に納入しなければならない。ただし、違約金

 　額が500円未満であるときは、この限りでない。

２　乙は、前項に定めるもののほか、この契約に定める義務に違反したときは、第６条第１項

　に定める貸付料の10.75パーセントに相当する金額を違約金として甲に支払わなければなら

 　ない。

 　（解除）

第16条　甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。 

 　(1) 貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

 　(2) 乙が第２条から第４条までの規定に違反したとき。

　(3) 乙が次のいずれかに該当するとき。 

  　ア　役員等（乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時賃貸借契約を締結する

　　　事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同

　　　じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

　　　77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団

　　　員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

　　　をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。 

　　イ　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

　　　える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 

　　ウ　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

　　　的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められると

　　　き。 

　　エ　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしてい

 　　　ると認められるとき。

　　オ　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

　　　れるとき。 

　　カ　この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りな

　　　がら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

　　キ　乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方として

　　　いた場合（カに該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙

　　　がこれに従わなかったとき。 

 　(4) その他乙がこの契約上の義務を履行しないとき。

 　（貸付物件の返還）

第17条　賃貸借期間が満了したとき又は甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙

 　は、貸付物件を原状に回復して甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。

 



 　（損害賠償）

第18条　乙は、その責めに帰する理由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷した

　ときは、当該滅失又は損傷による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払

 　わなければならない。

 　（必要費等の請求権の放棄）

第19条　乙は、賃貸借期間が満了した場合又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合

　において、貸付物件について支出された必要費、有益費その他の費用があっても、これを甲

 　に対し請求しないものとする。

 　（契約の費用）

 第20条　この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

　（連帯保証） 

第21条　丙は、この契約のすべてを承認し、甲に対して、乙と連帯して債務の履行の責めを負

　うものとする。 

２　乙は、丙が民法（明治29年法律第89号）第450条第１項に定める資格を欠くに至ったとき

　は、遅滞なく、新たに連帯保証人を立てなければならない。 

 　（管轄裁判所）

第22条　この契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第

 　一審の裁判所とする。

 　（契約に定めのない事項）

第23条　この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 

 　（信義誠実の原則の遵守）

 第24条　甲、乙及び丙は、信義に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。

 

  この契約を証するため、本書を３通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自その１通を

 保有するものとする。

 

 令和　　年（　　　年）　　月　　日

 　　　　　            　　　　　　　　甲  　北海道

       　　　　　    　　　　　　　    　　  北海道知事

 

             　　　　　　　    　　　  乙    

 

 

　　　　　　　　　　　　連帯保証人　　丙




